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令和６年１２月１３日 

区 民 文 教 委 員 会 資 料 

教 育 委 員 会 指 導 課 

 

令和５年度 いじめの認知件数について 

 

１ いじめの認知件数及びその内訳 

 

小学校 中学校 

認知 

件数 

解消 

件数 

未解消 

件数 

認知 

件数 

解消 

件数 

未解消 

件数 

５年度 ４６４ ３２３ １４１ ５３ ３５ １８ 

４年度 ３５７ ２８６ ７１ ８７ ７５ １２ 

３年度 ４３５ ４２８ ７ １５２ １５２ ０ 

２年度 １３６ １２２ １４ １２ ９ ３ 

元年度 １１４ ３８ ７６ ４９ ３６ １３ 

 

２ いじめの認知件数の推移 

   
３ 考 察 

令和５年度に認知件数が小学校で増加している要因は、いじめ防止対策推進法にお

ける、いじめの定義やいじめの積極的な認知に対する理解が広がったことや、アンケ

ートや教育相談の充実などにより、児童に対する見取りの精緻化が進んだことなどが

考えられる。中学校では、認知件数が減少しており、いじめが起きにくい学校風土、

学級風土の醸成をめざし、各校が未然防止に向けた取組を行っている成果と考えられ

る。 

今後も引き続き、いじめの未然防止に向けた取組を充実させるとともに、見逃しが

ちな軽微ないじめの積極的な認知や「学校いじめ対策委員会」を核とした組織的対応

等の推進を図っていく。 
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【参考】 

令和５年度台東区児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査概要 

 

１ 趣 旨 児童生徒の問題行動等について、状況を調査・分析することにより、教 

育現場における生徒指導上の取組のより一層の充実に資するとともに、

実態把握を行うことにより、児童生徒の問題行動等の未然防止、早期発

見・組織的対応につなげていくものとする。 

 

２ 対象学年  小学校第１学年～中学校第３学年 

 

３ 実施期間  令和５年４月～令和６年３月 

 

４ 調 査 内 容 いじめの認知件数等 

 

５ いじめの定義 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を

与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、

当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。 

※「いじめ防止対策推進法」第２条 

 


